
「特殊肥料生産業者の届出」に必要な書類の記入例 

 

（１）特殊肥料生産業者届出書（様式３―１） 

① 直接、県担当者に提出

する場合は提出する日

付を、また郵送する場合

は投函する日付を記入

してください。 

② 個人の場合は、住所及

び氏名を記入する。 

  法人の場合は、本社住

所及び法人名、代表者名

を記入する。 

（※法人化していない任

意団体は個人扱いとな

ります。） 

③ 上記②と同じ内容を

記入。 

⑤ 届出者が決めますが、

主成分又はその効果に

誤解を生ずる恐れがあ

る名称は使用できませ

ん。 

 また、他人の登録商標

を無断で使用しないよ

う事前に確認してくだ

さい。 

④ 生産する特殊肥料の

種類（堆肥、くん炭肥料

等）を記入。 

※特殊肥料等を指定す

る件（昭和 25 年 6 月 20

日農林省告示第 177 号）

を参照ください。 

⑥ 岡山県内にある生産する事業場（名称と所在地）全てを記入してください。 

⑦ 岡山県内にある製品を保管する場所全てを記入してください。 

  なお、その場所に名称等があれば、カッコ書きでその名称を記入してください。 

様式３－１ 

 

特 殊 肥 料 生 産 業 者 届 出 書                       

 

                       令和○○年○○月○○日  

 

 岡 山 県 知 事 殿           

                    （〒700-8570） 

                 住 所 岡山市北区内山下 2-4-6 

                 氏 名 有限会社  岡山県庁畜産  

                     代表取締役 岡山 太郎  

                  

 下記により特殊肥料を生産したいので、肥料の品質の確保等に関する法律 

第２２条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 氏名及び住所 

   有限会社  岡山県庁畜産 代表取締役 岡山 太郎  

   岡山市北区内山下２－４－６  

 

２ 肥料の種類 

   堆肥  

  

３ 肥料の名称 

   桃太郎堆肥  

 

４ 生産する事業場の名称及び所在地 

  ・有限会社 岡山県庁畜産 岡山工場  

   岡山市北区丸の内２－５  

 

５ 保管する施設の所在地 

  ・岡山市北区丸の内２－５（有限会社 岡山県庁畜産 岡山工場内）  

  ・倉敷市羽島１０８３  （有限会社 岡山県庁畜産 倉敷倉庫内）  

  ・津山市山下５３    （有限会社 岡山県庁畜産 津山支店内）  

 



（２）添付書類等
ア 個人の場合は住民票若しくは戸籍抄本、法人の場合は登記簿謄本若しくは

抄本

役場若しくは法務局で準備してください。

イ「生産工程表（製造方法 」）

牛 舎 自社牧場内の敷料（牛糞尿＋おが屑）を
工場内の水分調整場に搬出する。

搬 出 ホイルローダー＋４トンダンプ車

水 分 調 整 敷料に戻し堆肥を加え、ホイルローダ
ーで混合し、水分６５％程度に調整し
た後、堆肥舎①に搬出する。

搬 出 ホイルローダー

堆 積 醗 酵 １ヶ月半、堆肥舎①で堆積醗酵させた
後、ホイルローダーで切り返しを行い
ながら堆肥舎②に移動する。
以下１ヶ月半毎に同様の作業を堆肥舎
④まで順次繰り返す。

製 品 完 成 ６ヶ月間堆積醗酵したも 製品の一部は戻し
のを完成品 桃太郎堆肥 堆肥として使用「 」
とする。

計量・袋詰め ２０kg袋に袋詰めを 製品の一部は自社
行い出荷する。 牧草地に利用

出 荷 製品は、岡山工場製品置場、倉敷倉庫及び
津山支店で保管する。

販売は、岡山本社及び津山支店で行う。



ウ「機械施設の配置図」

Ｎ

堆 堆 堆 堆

自社牧草地 肥 肥 肥 肥

舎 舎 舎 舎

① ② ③ ④有限会社岡山県庁畜産 岡山工場

（岡山市丸の内２－５）

袋詰め場有限会社 岡山県庁畜産 本社 戻し堆肥

水 分 及び（岡山市内山下２－４－６）

調整場 製品置場

出入口

県 事務所

１ ２ ３ （本社）

号 号 号

牛 牛 牛

舎 舎 舎

市

道 道

倉庫 倉 庫

市 道



エ「製品の出荷先」

△△農業協同組合

県南部及び県北部の野菜農家

ホームセンター◇◇

オ「原料の種類と入手先」

牛 糞（自社）

お が 屑（有限会社○○木材）

戻し堆肥（自社）

カ「予定生産量及び予定販売量」

予定生産量 ２，０００ｔ／年

予定販売量 １，７００ｔ／年

※３００ｔ／年は自社牧草地に利用


